
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水人口 60,351 人 

給水世帯 27,891世帯 

平成２９年１０月３１日現在 

表紙写真：中央浄水場施設見学 

名護市環境水道部 



支出 

収入 

施設整備にかかる費用 

4億4,352万円 

借入金元金の返済 

3億6,372万円 

借入金 

3億円 

補助金 

1億2,115万円 

工事負担金 

6,641万円 

支出 

収入 

修繕費や委託料など 

5億5,828万円 

減価償却費など 

4億9,135万円 

水購入費 

2億986万

人件費 

1億4,219万円 

支払利息など 

7,959万円 
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 平成 28 年度の決算は、経費の削減を図る等効率的な事業運営を推進し、黒字会計となりました。 

これからも良質な水道水の安定供給を図るとともに、健全な経営を維持するための努力を続けてい

きます。 

～利き水チャレンジの結果～ 

１位 １１９票 名護市の水道水 

 ２位  ４９票 市販の軟水 

 ３位  ３４票 市販の硬水 

 参加者に３種類の水 

を飲み比べてもらい、１番 

美味しいと感じるものを選

んでもらいました。 

     

 水道週間期間中に市役所ロビーにおいて行われた利き水体験

では、なんと名護市の水道水が一番おいしいと感じる方が多い結

果となりました。 

厚生省（当時）が示したおいしい水の水質要件をクリアしてい

る名護市の水道水、安心して飲めますよ！！ 

水道水だと安いし、

お手軽だね！ 

水道料金収入 

14 億 8,555 万円 

その他の収入 

2 億 7,205 万円 

収支差額 

2億 7,633万円は、

積立金にして次年

度以降の借入金の

返済等に充てま

す。 

不足する額 

3億 1,968万円は、

前年度までの積立

金などで補てんし

ました。 
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７月１３日から８月２１日までの約５週間、

JICA の技術協力事業である『沖縄連携によるサ

モア水道公社維持管理能力強化プロジェクト

（通称 CEPSO）』に名護市より照屋晃さんと比

嘉慶太さんの２名が派遣されました。 

このプロジェクトは、2014 年から 2019 年ま

で、沖縄県の水道事業体より短期専門家として

職員を約 1 か月間サモア水道公社（SWA）に派

遣し、水道技術能力強化を行うものであります。 

SWA は、サモア独立国の水道供給を担う国の

機関であり、浄水場の管理から配管工事、料金

収納まで全て国の職員が行っています。 

名護市は今年度より管路施工・漏水修理能力

強化を担当することになり、水道管の維持管理

を所管する部署にて水道工事の現場を確認し、

技術力強化の為の研修を行い、SWA 自ら継続的

に研修を行えるよう支援する活動を行いまし

た。 

真剣な眼差しで研修を受ける SWA職員 

内部研修の様子 

活動内容の打合せ 

内部研修の様子 

 工事現場や現場事務所等で名護市の水道を使用するにあたって、

工事現場や現場事務所に隣接している住宅等の水道管から分岐し、

水道を使用していることが見受けられます。 

      これは、給水契約の申込みをせずに名護市の水道を使

用しているため、名護市水道給水条例違反となります。

たとえ右図のような住宅Ａと工事現場Ｂとの間で料金の

話し合いをしていても、条例違反となるため、臨時用で

の給水申込が必要です。 

 工事現場等で名護市の水道を使用する場合には、必ず

給水申込を行ってください。 

                    

住宅Ａ 工事現場Ｂ 

工事現場 

問い合わせ：水道施設課管理係 
市水道管 

臨時メーター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道メーター（量水器）は、計量法に基づいて 8 年に一度取替えを行っています。 

今年が取替えの年にあたるお客様には、名護市から委託を受けた業者が水道メーターの取替えに伺います

ので、周囲に物などを置かれませんようご協力をお願いします。 

■水道料金・検針・水道の開始や中止・名義変更などに関すること 水道業務課 業務係 53-1212(363～365) 

■指定給水装置工事事業者指定申請について 水道施設課 管理係 53-1212(360) 

■漏水を発見した 水道施設課 管理係 52-2481(中央浄水場内) 

■水質の管理・検査に関すること・浄水場見学がしたい 水道施設課 浄水係 52-2264(中央浄水場) 

名護市水道部ホームページ http://www.city.nago.okinawa.jp/3/2315.html 

○水道に関する窓口案内○ 
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水道を使い始めるとき、使用を中止するときは、早めの手続きをお願いします。 

使用開始は、開始日が決まり次第、印鑑を持参のうえ水道業務課窓口へお越しください。また使用中止は、

中止日の 3 日前までに電話にてご連絡をお願いします。なお、中止の精算は現地へ委託職員が伺い、現場精

算を実施していますので、ご協力をお願いします。 

問い合わせ：水道業務課業務係 

問い合わせ：水道業務課業務係 

 

   台所での食器洗いは、洗う食器をまとめ水につけて汚れを落としてから洗う。 

 

   トイレの大レバー・小レバーを使いわける。 

 

 節水型のシャワーヘッドを取付けて、こまめに水を止めて使用する。冬場は、お湯が出るまで時間

がかかるので、容器に水を溜める。溜めた水は、洗濯の際に使用する。 

 

    洗濯機を使用する際は、できるだけ洗濯物をまとめて洗うようにする。少ない洗濯物をこまめに洗

濯するより、まとめて洗濯した方が水道使用量は節水できる。 

 

 歯を磨く時は、30 秒間水を流しっぱなしにするより、コップを使うと５ℓ節水。 

 

 車を洗う時は、ホースでの流し洗いではなく、バケツを使うと 210ℓの節水ができる。 

  

  


